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福祉部当初予算比較表(人事課所管の給与費を除く。)

3 民生費

款項目

1 社会福祉費

令和4年度
当初予算額

社会福祉総務費

2 障害者福祉費

25,752,272

3 高齢者福祉費

令和3年度
当初予算額

25,752,272

5

24,722,689

老人ホーム費

201,227

6

16,013,359

24,722,689

民生委員費

増減額

9

(単位:千円)

介護保険事業費

1,906,509

1,029,583

186,084

増減率

15,184,591

1,029,583

29,996

1,8舶,471

4.16%

132,946

15,143

フ,4舶,235

4.16%

828,7舶

54,422

25,752,272

8.14%

124,494

18,038

フ,284,627

▲ 24,426

5.4酬

24,722,689

0.96%

8,452

' 44.鉛%

183,608

1,029,5船

6.79%

2.52%

4.16%計合
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予算説明書

款

3

民生費

1 概要

高齢、障害、子育て、生活困窮など福祉分野に関連する複合的な課題にワンストップで対応する

相談窓口を設置し、包括的な支援を実施する。また、地域における各相談支援機関等との連携体制

の構築、不足する社会資源についての検討及ぴ新たな資源の創出に向けて取り組むとともに、地

域の福祉課題について必要に応じ相談支援機関等と連携して対応することで、地域を包括的に支

える体制づくりに取り組む。

なお、財源につぃては、改正社会福祉法に規定された「重層的支援体制整備事業」への移行準備

事業による国庫補助金を活用し、現在の多機関型地域包括支援センターによる包括的な支援を継

続するもの。

2 事業内容

川事業内容

市内2箇所に「多機関型地域包括支援センター」を設置し、それぞれに配置する相談支援包括

化推進員(社会福祉士 3名X2箇所)により、以下の(ア)から(カ)までの業務を行う。

(ア)相談者等に対する支援の実施

(イ)地域における各相談支援機関等との連携体制の構築

(ウ)相談支援包括化推進会議の開催

(エ)新たな社会資源の創出に向けた取組み

(オ)地域住民の相談を受け止める機能の構築と地域における福祉課題の把握

仂)地域における福祉課題の解決に向けた検討

゛

(令和4年度の主な取組)

社会福祉費

項 目

社会福祉
総務費

番号
事

5-1
多機関型包括的支援

体制構築事業費

業 名 予算額

千円

34,651

①相談支援

・高齢、障害、子育て、生活困窮など、異なる分野の複雑かつ多様な課題に対応するた

め、福祉分野のみならず多分野の機関と連携した相談受け入れによる入口支援の強化

・分野別でなく世帯全体をコーディネートした出口支援の強化

②参加支援

・制度の狭間により生じる社会的孤立の防止に向けた取組み(高校での居場所づくり等)

・分野ごとの既存の社会資源を活用した取組み(事業所間の交流等)による社会とのつな

がりづくりに向けた支援

③地域づくり支援

・相談支援包括化推進会議の開催を通じた、地域や各専門機関が抱える課題の把握、地域

づくりのための社会資源創出の検討及ぴネットワークの構築

・専門職に向けた各分野の相談機関が連携するためのパンフレット・事例集及び、市民向
けのり一フレット、パンフレット等を活用した事業の普及啓発

r

2
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② 設置場所(市内2箇所)

①北多機関型地域包括支援センター(琴海地域包括支援センター内)

②南多機関型地域包括支援センター(大浦地域包括支援センター内)

③ 事業費内訳

委託料 34,

旅費

3 財源内訳

574千円

フ7千円

事業費

【参考】

1 個別相談実綬

34,

※生活困窮者就労準備支援事業費等補助金国庫補助率事業費(34,651千円)の3/4

千円

65 1

国庫支出金※

25,

千円

988

区分

令和元年度

県支出金

令和2年度

前年度からの

継続支援者数①

令和3年度
(12月末時点)

財源内訳

南多

機関

2

千円

相談支援包括化推進会議の開催実績

北多

機関

143

その他

130

区分

129

計

41

令和元年度

新規支援者数②

鮎

千円

南多

機関

令和2年度

272

令和3年度
(12月末時点)

U

195

一般財源

北多

機関

主催

(回)

252

83

162

個別会議

支援対象世帯の関係機関が集まり、
・世帯情報の共有

・課題の確認・整理

支援方針の検討・決定

8,

199

千円

663

1,145

計

87

1,113

102

181

南多

機関

参加

(回)

451

90

169

支援者総数

(①+②)

343

83

北多

機関

【単位:人】

395

256

292

89

328

128

合計(回)

92

計

246

40

211

月

平均

723

538

191

全体会巌

多世代にわたる関係機閲や地域の方が集まり、

地域課題や関係機関が抱える課題の抽出・整理
不足する社会資源創出に向けた検討
包括的な支援体制づくり など

60.3

など

182

339

偶平均)

44.8

123

3

(15.9)

37.フ

( 15.2)

参加者數

(人)

(13.フ)

2,660



長崎市社会福祉協議会に対する助成等一覧表(令和4年度当初予算)

1 補助金

区

管理運営費

分

事務局職員設置事業

令和4年座
当初予算①

(千円)

享務局職員人件
費

内

151,266

令和3年度
当初予算②

(千円)

124,234

地域福祉計画策
定に伴う時問外

地域福祉活動推進
享業

137,410

訳

122,034

社会福祉会館維持
管理

119,188

増減
・②

(千円)

、弔一J

総合相談支援事業

2

13,舗6

116,908

会長報酬等

その他委託料

?,200

5,046

享務費

男女共
同参回
推進費

708

区

2,998

2,280

5,126

女性つながりサポート事業
費
(2,1.13)

本所計

・プロノ{ー

・再雇用

・市OB嘱託

・嘱託

福祉
総務費

784

708

2.637

備考

分

2,924

生活困窮者自立支擾貰
(3.1.1)

▲ 80

19,905

障害者
福祉費

特会

(21)名

a7)名

(1)名

'(1)名

②名

752

配食サーピス費
(3.1.2)

令和4年度
当初予算①

(千円)

2.112

高齢者
福祉費

11,726

地区社協助成金創2,000×59地区

老人福祉センター・老人憩
の家運営費
(3.1.3)

74

児童
福祉
総務費

103,792

9,562

4,732

3,9朝

詑

令和3年度
当初予算②

(千円)

10.796

ファミリー・サボート・セ
ンター運営費
(3.2.1)

525

予算
説明富
祝粧頁

8' 179

一

(103,973)千円

(4,62刀千円

(4,595)千円

(3,713)干円

41,695

短期集中型通所サーピス事
業費
(4.1.1)

社会福祉会館の機能更新にかかる仮移転等の費用増

増滅
①一②
(千円)

総合支援配食サービス事業
費
(4.1,1)

45,485

161

10,796

10,909

生涯元気事業費
(4.1.2)

▲ 3,790

市内全域
※令和3年度は6月補正で10,100千円を計上し、令和3年7
月から社会福祉協議会へ委託

168

5,532

生活支援体制整備事業費
(4.2.1)

10,909

153

市内全域
※委託期間が令和5年2月28日までのため11月分を計上

要介護者配食サービス事業

(4.2.2)

▲7

部6

5,079

備考

香焼地区、琴海地区、三和地区

1,928

3 総計(1 + 2)

640

香焼地区

1,6駒

453

1,893

20,039

計

市内金域

区

216

2,050

金

深堀・香焼地区、伊王島地区、三和地区

1,579

予算
説明書
記戟頁

分

35

9,918

95,154

香焼地区、三和地区、琴海地区

'391

額

125

1,883

令和4年度
当初予算①

(千円)

10,121

深堀・香焼地区

78,025

153

市内全域
※令和3年8月に委託先が社会福祉協議会に決定し、令和
3年10月から闘始

246,420

'304

令和3年度
当初予算②

(千円)

157

17,129

香焼地区、三和地区、琴海地区

215,435

巧9

増
①→冨)"③
(千円)

169

30,985

特会

(%)

4

特会

14.38%

特会

特会

長
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金
(
3

社
会
福
祉
総
務
費

.
ー

.
ー

率
②

減
÷

増
③

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

合

1
 
6
 
2
 
1
 
2

2
 
1
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予算説明書

款

1 概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者・児が安心し

て地域生活を送れるよう、個々の障害程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障

害福祉サービス」のうち、日常生活において必要な居宅介護や施設での日中活動支援などの給付

を行うもの。

2 給付費内訳

3

民生費

項

社会福祉費

目

1瓢速織紗畷'こ、、,、"' N 之一1 ,ニ

2

障害者
福祉費

番号

施設入所支援

^恐^

事

2-1

業

療養介護

施設に入所する障害者に、夜問において、
入浴、食事などの介護等を行う

名

介護給付費

生活介護

医療と常時介護を要する障害者に、医療機
関で機能訓練、療養上の管理及ぴ介護等の
日常生活上の世話を行う

予算額

千円

5,505,47フ

重度訪問介護

常時介護を要する障害者に、日中におい
て、施設での入浴、食事などの介護等や創
作的活動、生産活動の機会を提供する

←加・1

重度障害者等

包括支援

常時介護を要する重度の肢体不自由者、知

的・精神障害者に、居宅において入浴、食事
などの介護等や外出時における移動支援を
総合的に行う

常時介護を要する重度障害者のうち、意思
疎通を図ることが著Lく困難な者に、重度訪
問介護、生活介護などの複数のサーぜスを
包括的に提供する

居宅介護

^謂
905,429

行動援護

居宅において、入浴、食事などの介護等、
並びに生活等に関する相談やその他の生
活全般にわたる援助を行う

602,164

(単位:千円)

'、珸1藏IL'1゛

'(②ヤ①).驫'.'、1 .'tN、ナ'Ξ'^

878,143

2,915,821

短期入所

知的・精神障害により行動上著しい困難を
伴い、常時介護を要する者に対し、外出時
における移動中の介護等を行う

596,150

'27,286

同行援護

居宅で障害者の介護を行う者が疾病等によ
り介護できない場合に、施設等に短期間入
所させ、入浴、食事などの介護等を行う

228,366

2,866,813

'6.014

視覚障害により、移動に著しい困難を有す
る者に、外出時において伺行し、移動に必
要な情報提供や介護等を行う

318,419

306

'49,008

562,372

90,053

307

計

36,562

614,890

150,759

33,609

52,518

89,926

133,461

5,491,705

▲2,953

5

63,685

'17,298

5,505,47フ

'26,241

13,フ72合



3 サービスごとの延利用数

サ;ーヒーえ別

施設入所支援

療養介護

単位

生活介護

十゛.→、イ"、

1 令和3年度

、当初予算①

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

日

居宅介護

日

237,396

ダ令和4年度
当初予算②

日

行動援護

時間

短期入所

52,791

時間

289,275

4 財源内訳

時間

増減(②一①)

214,495

65,320

時間

51,821

125,614

360

269,843

日

事業費

時間

▲22,901

94,824

5,094

千円

5,505,47フ

16,404

'970

※1

※2

'19,432

136,97フ

360

28,234

国庫負担率:事業費のν2(障害者自立支援給付費国庫負担金)

県費負担率:事業費のV4(長崎県障害者自立支援給付費県費負担金)

国庫支出金

※1

29,504

4,806

千円

2,752,738

13,833

財

19,790

11,363

0

県支出金

※2

源

'288

'2,571

千円

1,376,369

内

'8,444

訳

その他

干円

一般財源

千円

1,376,370

6

'

同行援護
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予算説明書

款

1 概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者が安心して地

域生活を送れるよう、個々の障害程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障害福

祉サービス」のうち、自立生活に必要な就労支援や共同生活援助(グループホーム)などの給付を

行うもの。

2 給付費内訳

3

民生費

項

社会福祉費

目

1,、、●'4終・「

2

障害者
福祉費

番号
事

^ー^1
就労定着支援

2-2

業

一般就労へ移行したことに伴う環境変化に
より生活面の課題が生じている障害者に、
相談を通じて生活面の課題を把握するとと
もに、企業や関係機関等との連絡調整やそ
れに伴う課題解決に向けて必要となる支援
を行う

訓練等給付費

名

就労移行支援

予算額

一般企業等への就労を希望し、通常の事業
所への雇用が可能と見込まれる65歳未満
の障害者に、生産活動、職場体験等の機会
の提供や、就労に必要な訓練を行う

千円

4.364,386

就労継続支援

(A型・B 型)

瓣謡、'

494,166

一般企業等に就労することが困難な障害者
に、雇用契約等に基づき、就労や生産活動
等の機会を提供することにより、就労に必要
な知識及び能力の向上を図るための訓練等
を行う

・A型:雇用型(最低賃金が適用される)

・B型:非雇用型(最低賃金が適用されない)

自立訓練

鰹懇
10,544

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能や生活能力の維
持、向上等のために必要な訓練を行う

共同生活援助

(単イ立千円)

'甜.'逢" t'
増減 1

、⑫姦飢M

111,643

12,890

主として夜問に、共同生活住居で相談、入
浴、食事などの介護やその他日常生活上
の援助を行う

自立生活援助

(A型)

585,729

施設やグループホーム等から一人暮らしへ
の移行を希望する障害者の地域生活を支
援するため、一定の期問にわたり、定期的
に居宅を訪問し、生活面や健康面などにつ

いて確認を行い、必要な助言や医療機閏
等との連絡調整を行う

(B型)

1,874,380

107,858

2,346

692,279

▲3,785

118,327

2,153,785

ぎ十

106,550

1,169,454

105,711

279,405

1.291,666

▲12.616

143

3,870,220

7

122,212

197

4,364,386

54

合



3 サービスごとの延利用数

サ」ぜ兵種別

就労定着支援

就労移行支援

'、即§一 1

.単位・

就労継続支援

(A型・B型)

1 令和3年度

当初予算①

日

日

共同生活援助

令和4年度

当初予算②'

390

自立生活援助

(A型)

日

4 財源内訳

13,655

(B 型)

増減(②一①)

67,927

日

539

262,561

日

12,290

事業費

゛

人

16,424

201,595

75,568

干円

4,364,386

※1

※2

149

300,892

▲1,365

国庫負担率:事業費のν2(障害者自立支援給付費国庫負担金)

県費負担率:事業費のν4(長崎県障害者自立支援給付費県費負担金)

国庫支出金

※1

24

15,フ79
ノ

233,911

千円

2,182,193

フ,641

財

38,331

県支出金

※2

24

源

▲645

千円

1,091,096

32,316

内

その他

0

チ円

一般財源

千円

1,091,097

L

自立

訳

練三
而



'

.

ページ

152~153

予算説明書

款

3

民生費

1 概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害福祉サービスの

利用計画における相談及び作成や施設等から地域生活への移行に向けた支援等の給付を行うも

の。

項

社会福祉費

2 給付費内訳

目

2

障害者
福祉費

Iil.・1讓避"・喜甘、1ト

'゛、,どW4途^11、

番号
事業

2-3

蕪;゛里欝鴫eズ腔 V^

計画相談支援

相談支援等給付費

名

障害福祉サービス等利用計画についての相
談及び作成などを行い、障害者・児の自立

生活のための課題解決や適切なサービス

利用に向けて、ケアマネジメント1こより支援
を行う

予算額

地域相談支援

千円

221,824

入所施設や精神科病院等から退所・退院す
る者に対し、地域移行に向けての相談や支
援及び、移行後における緊急事態への対応
等を行う

長,鄭、予弁'制ι鯱゛'・γゞ.

戸総1

3 サービスごとの延利用数

W"1.・.加血泌瓢゛欝匡鳳乎裁鄭瞥
、鄭."1ザ1宮ビ久種知1、'一●i¥瀬ゞ1ザ1ービス種知、'・ゞ・●

^器

216,970

・十

(単位:千円)

計画相談支援

寺菟N刊,曲噂泌劃,

欝聯

地域相談支援

215,854

'"、、、"'、、,1,

N'1符イ、{ il.
1単位'
轟欝

3,465

全f・,「'1、.州ゞ、、●,弌゛メ七、.1・.,1」毛゛.、:

、'N '・・"・"・・'1紗1玉営づ、徐凾理、1¥、"、A耕、

220,435

'1,116

人

5,970

人

β吐ぱ造発工契宍、'・1・・.ψ、"

醍当物子ゞあ醗

221,824

14,258

2,505

225

1,389

1"ー・都、、鵡ゞ、1 増滅【②イ1⑩).,11・、'ー""",゛、'鴫""
邑t■,鴛1ン心1粂,父1忠Xゞ1,

14.244

417

9

'14

192

合



4 財源内訳

事業費

千円

221,824

※1

※2

国庫負担率:事業費のν2(障害者自立支援給付費国庫負担金)

県費負担率:事業費のν4(長崎県障害者自立支援給付費県費負担金)

国庫支出金

※1

千円

110,,912

財

県支出金

※2

源

千円

55,456

内

その他

干円

一般財源

千円

55,456

10

訳



号

、

ページ

152~153

予算説明書

款

1 概要

児童福祉法に基づき、療育や訓練等が必要な障害児に対する、日常生活の基本的動作の指導、

知識や技能の提供、集団生活への適応訓練などの通所サービスを提供するもの。

3

民生費

項

社会福祉費

2 給付費内訳

目

,、兆癒証

2

障害者
福祉費

番号

゛郡波峨'ビ'ホ容11●・・
居宅訪問型

児童発達支援

事

3-1

業

障害児通所給付費

障害児通所支援を受けるために外出するこ
とが著しく困難な重度の障害児において、
居宅を訪問し、日常生活における基本的な
動作の指導、知的技能の付与等の支援を
行う

名

児童発達支援

予算額

千円

2,474,450

障害のある未就学児に、日常生活における
基本的な動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練などの支援を行う

鄭滋1.'、二L ,11L',.・ 1、、゛,.゛}、.,U(1"

放課後等

デイサービス

就学中の障害児に、放課後や夏休み等の
長期休暇中において、生活能力の向上の
ための訓練等を継続的に提供することによ
り、障害児の畠立を促進するとともに、放課
後等の居場所づくりを推進する

1、'躍霜i1轆11
.当初予算②●'●,"翆'.、ι.1.」、..゛,゛"{゛

保育所等

訪問支援

1,818

(単位:千円)
.?・声L・ゞ趣1二,';"

■心零剛'"
.(②轟①1誕1

保育士等が保育所等を訪問し、障害児に対
して、障害児以外の児童との集団生活への
適応のための専門的な支援を行う

高額障害児

通所給付

345,522

1,897

同じ世帯の中で複数の児童が障害児通所
サービスを利用する場合や、障害者総合支
援法に基づくサービスを併用する場合な
ど、世帯の負担上限額を超える場合、その
超えた額を支給する

431,266

1,859,409

79

2,026,316

85,744

・十

9,367

166,907

13,633

1,333

2,217,449

4,266

11

1,338

2,474,450

5

257.001合



3 サービスごとの延利用数

サーぜス種別

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

"令和3年度

..i急詔轟算①

高額障害児通所給付

4 財源内訳

12

日

日

令和4年度

当初予算②

日

180

28,1 1 1

事業費

176,023

人

千円

2,474,450

増減(②一①)

※1

※2

653

180

32,196

国庫負担率:事業費のν2(障害児入所給付費等国庫負担金)

県費負担率:事業費のν4(長崎県障害児通所給付費等県費負担金)

国庫支出金

※1

201,363

95

【参考】サービス受給者数推移(児童発達支援及び放課後等デイサービス受給者計)

千円

1,237,225

平成29年3月

(実績)

897

財

4,085

0

県支出金

※2

245

25,340

源

平成30年3月

(実績)

千円

618,612

756人

内

244

150

訳

その他

平成31年3月

(実積)

978人

千円

一般財源

1,185人

令和2年3月

(実績)

千円

618,613

1,351人

令和3年3月

(実績)

1,375人

令和4年3月

(見込)

1,505人

J
 
位
、

日

単
L



ページ

152~153

款

予算説明害

3

民生費

1 概要

社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的職員を配置した基幹相談支援センターを令和4

年10月に設置し、委託相談支援事業所、計画相談・障害児相談支援事業所等と連携して困

難事例対応や,各事業所相談員に対する専門的指導・助言、人材育成の支援等の業務を総合

的に行う。

項

社会福祉費

目

2

2

障害者
福祉費

事業内客

(1)総合的・専門的な相談支援の実施

障害の種別や各種の二ーズに対応できる相談支援や専門的な相談支援の実施、困難事例への

対応等を行う。

番号

4-1

事

(2)地域の相談支援体制の強化の取組み

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な助言、指導、人材育成の支援、'関係機

関との連携強化の取組み、自立支援協議会の運営委託等を行う。

基幹相談支援センター費

業 名

(3)地域移行・地域定着の促進の取組み

障害者支援施設や精神科病院等との地域移行に向けた調整、障害者の地域生活を支えるため

の体制整備に係るコーディネート等を行う。

予算額

(4)権利擁護・虐待の防止

障害者等に対する虐待を防止するための取組み及ぴ虐待防止センターとの連携、対応等や成

年後見制度利用支援事業の実施(成年後見制度の周知等)を行う。

複数の委託相談支援事業所が、共同して(1)~(4)の事業を実施する団体を設置し、当該

団体に委託することを想定している。

千円

13,000

千円)3 事業費委託費 13,000 千円

費目

人件費

物件費

その他

金額

9,575

合計

1,673

社会福祉士、精神保健福祉士等

1,752

(令和4年1 0月~令和 5年3月)

謝礼金、旅費、.通信運搬費、事務室・会場借上料、

需用費(消耗品費、光熱水費、燃料費)等

13,000

備考

5名

13

(単位



4 財源内訳

事 業 費

千円

13,000

※1

国庫支出金※1

地域生活支援事業費国庫補助金(補助率ν2以内)

事業費X V2X交付実績率79.83%

長崎県地域生活支援事業費補助金(補助率V4以内)

事業費Xν4X交付実績率 79,83%

※2

千円

5,188

県支出金※2

財源内訳

千円

2,594

その他

千円

一般財源

千円

5,218

14



A

"相談支援や専門的な相談支援.体制整伊に係るコーディネート・".困難事例への対応'体制整備に係るコーディネート",,'困難事例への対応(4)権利擁護,虐待の防止"::(2)地域の相談支援休制強化の取組'(4)権利擁護"虐待の防止"

::.人材育成の支援'丘'ンーの乃、'心,
:1・関係機関との連携強化の取組すーーーーーーーーーーーーーーーーーー、"

'ー'、"""""、'、'="""='='""" B <自立支援協議会> 1"'="

基幹相談支援センター機能

相談支援体制のイメージ

指導・助言

研修・育成!
1

1雫...

^

1.

.

困難事例
等の相談

C

ι

0障害者相談支援事業倭託)
・総合的な相談支援
a)福祉サービスの利用援助
(2)社会資源を活用するための支援
(3)社会生活力を高めるための支援
(4)ピアカウンセリング
(5)成年後見制度等の利用援助

(6)専門機関の紹介

、

D

■障害福祉サービス等事業所

■相談支援事業所(一般噛定)

,全体会・運営会議
・定例会・部会
(課題共有)

ノ

、ーーーーーーーーーーーーーーーーー゛゛

■長崎市
・虐待防止センター
・権利擁護
(成年後見利用支援
事業・市長申立)

/、0地域活動支援センター1型"'、
0)創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2)利用者を適切な福祉サービスの利用に

つなげるための関係機関との達携・調整

(3)1型の活動充実のためのボランティア育成、

利用者と地域との交流を通じた障害者理解
の促逢

、、、、0住宅入居等支援ノ

/

障害者・家族・地域

^
^
^
^

E
■関係機関等
(医療機関、社協、保健所等)

、 F

■ハートセンター

①身体障害者福祉センター
②児童発達支援センター

③医療機関(小児科、整形外科等)

相談、評価、指導、訓練及び診療、
スポーツ、レクリェーションの指導に
関すること。

^

、

^
^

例
談

事
相霧

Ⅷ

言
成
一

助
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1 目的

長崎市障害福祉センターは在宅障害福祉の拠点的な施設として、相談・療育・指導・りハピリテーション・スポ
ーツ・レウリエーションの各分野で専門性(医学的なものも含む)を有したサービスを総合的に提供することによ
り、障害者の社会参加及ぴ自立を促進することを目的とする。

2 指定管理者

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団法( 1 ) 人

長崎市茂里町2番41号在所( 2 )

平成4年4月1日(平成18年4月1日から指定管理)業開( 3 )

3 事業内容及び事業費」覧

長崎市障害福祉センター事業概要

事業名

管理運営費

身体障害者福祉
センター費

【総事業費

(うち委託料

法人運営業務、職員の人事、給与、福利厚生、経理

管理、庶務及び施設、設備の管理さらには各施設・

事業所との連絡調整業務を行う。

障害児通所支援費

障害者の各種相談、訓練、講習、教養、スポーツ・
レクリエーションなどのために施設の提供や指導、

手話通訳者の配置等を行う。

内

地域活

センタ

56 1

345,

未就学の障害児に対し、通所により日常生活におけ

る基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練等を行う児童発達支援事業を実施す

る。(定員45人)

動支援

Ⅱ型費

相談'支援費

29,刀0

844千円】

67 1 千円)

障害者就労支援
相談所運営費

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対

し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを

行う。

在宅の障害児(者)の各種相談に対し、在宅福祉サ
ービスの利用援助、社会資源の活用や福祉に関する

情報提供等を総合的に行う。

根拠法
等

診療所費

関係機関と連携を図りながら、障害者で就労中又は
就労を希望する者に対し、就労相談支援、雇用準備

支援、情報提供等を行う。

害児

育支援

事業費【下段はうち委託学打

26,384

R3年度

機能訓練費

小児科、整形外科の医師及び理学療法士等が、心身

障害児(者)に対し、診断・評価・訓練を行うとと

もに、地域や家族に対する支援を行う。

身体障害

老福祉法

40,568

注)事業団収入

・障害児通所支援にかかる障害児通所給付費

・機能訓練事業にかかる訓練等給付費

・診療所事業にかかる保険診療収入など

在宅の重度障害児(者)、知的障害児(者)、身体障

害児の地域における生活を支えるため、外来・訪問

による療育等の指導、その他必要な支援を行う。

(単位:千円)

39,621

R4年度

114,474

童

祉法

43.978

病院や施設等を退院、退所した身体障害者が地域生
活を営むのに必要な機能訓練(りハビリテーショ
ン)を行う。(定員 20人)

114,474

42.841

障害者総

合支援法

増減額

110,020

122,7釣

122,769

3,410

障害者総

合支援法

22,119

3,220

112,276

フ,7刀

8,295

市要綱

フ,7刀

22,057

8,2鮖

26,344

8,2船

医療,法

24,932

2,256

8,203

5,674

27,553

市要細

△62

5,674

26,076

173,982

426

障害者総

合支援法

事業費合計

3,522

79,舶4

426

うち委託料合計

1,209

3,522

9,730

216,628

(参考)享業団収入

1,144

△2,巧2

9,730

100,746

17,121

△2,152

9.301

11,920

16

42,646

505,690

9,301

21,092

17,614

315,901

10,156

△429

189,7鵠

5田,8"

△429

345,671

493

△1,764

216,173

56,154

容

児
福

名
地
始

等
費

障
療



量

4 拡大内容

(1)事業名障害福祉センター運営費診療所費

(2)概要

障害福祉センター診療所において、発達障害児等の診療数が増加しているため、医師、臨床心理士、看護
師を1名ずつ増員することにより、受入体制の充実を図り、診療待機期問の短縮を目指す。また、医師の確
保が困難であるため、非常勤医師の報酬額の見直しを行う。

(3)変更内容

ア人員体制等見直し

常勤医師(小児科)

臨床心理士

職種

看護師(小児科)

※診療体制

※小児科医師については、常勤医師の他に非常勤医師3名を配置しており、非常勤医師3名で1診体制とし
ている。

イ非常勤医師報酬額見直し

胎

2人

年度

4人

(4)予算額委託料 100,746千円うち医師歩等に係る拡大予算 15756千円

R4 (予定)

R3

2人

3診体制

R4 (予定)

3人

報酬額(1日)

5人

増額予算

30,000円

3人

4診体制

50,000円

収入
診療報酬

支出

収入計(A)

5

項目

参考(障害福祉センター診療所(小児科)における初診待機期間)

医師①

委託料

(拡大予算)

臨床心理士②

看護師③

非常勤医師報酬額見直し

(単位:.千円)

初診件数(件)

支出計(B)

年度

診察件数(件)

※平.均待機期間(月)

金額

※令和3年12月末の状況は6.9月、待機者数は、 440人。

6 その他

長崎市障害者施策推進協議会に新たに専門委員を置き、障害福祉センター診療所の機能強化や発達障

害児に対する市内小児科協力体制の構築等について協議を行う予定である。

17,074

17,074

侶)ー(A)

H25

15,528

550

5,201

4,099

H26

6,392

2,4

457

5,709

4,927

人員増に伴う人件費(①~③の計)

27,12オ千円

32,830

H27
、

2.6

495

15' 756

6,099

H28

3.6

496

6,5価

H29

3.フ

542

フ,187

H30

5.3

625

フ,891

RI

4.0

17

547

フ,930

R2

4.9

446

フ,793

5.8
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11

債務負担行為

1 債務負担行為の目的

障害福祉センターの管理において、指定期間である令和2年度から令和6年度までの指定

管理に係る経費につぃて債務負担行為の設定を行っているが、発達障害児等の診療数が増

加しており、診療待機期間の短縮を図るため、医師や臨床心理士、看護師の増員等を行うこと

に伴う人件費増加分の設定を行うもの。

障害福祉センター指定管理

事 項

2 債務負担行為限度額の内訳

(1)限度額の年度内訳

期

(参考協定締結時)

限度額

令和5年度から

令和6年度まで

間

(2)限度額の積算内訳

限度額

(設定額)

令和5年度

収入

15,967

千円

32,216

338,096

令和6年度

診療報酬

収入計(A)

支出

16,249

【単位:千円】

332,112

医師

合計

臨床心理士

令和5年度

看護師

32,216

670,208

非常勤医師穀酬額見直し

差額

17,074

【単位:千円】

支出計(B)

17,074

令和6年度

令和5年度

3 財源内訳

事業費

(B)イA)

15,584

17,074

令和6年度

17,074

5,273

千円

32,216

6,475

国庫支出金

5,709

15,645

33,041

5,358

15,967

6,61 1

千円

県支出金

5,709

33,323

16,249

財源内訳

千円

地方債

18

干円

その他

千円

一般財源

千円

32,216



156~157

款

3

民生費

予算説明書

項

社会福祉費

1 概要

長崎市に居住している障害者のうち、障害の特性により通所や通勤が困難な重度障害者などに、

テレワークロボット(※)を活用し、新市庁舎の案内業務等に従事してもらうことで、障害者の社会

参加や就労支援の拡充につなげる。

※在宅等で、遠隔操作ができるコミュニケーション機能(身振り手振りや会話が可能)と移動機能

を併せ持つ繍オリイ研究所が開発したテレワークロボットである。カフ工での接客や展示会の説

明、受付、誘導などの業務に活用することができる。

目

2

障害者
福祉

番号

(テレワークロボット)

事

6-1

業

障害者テレワーク

ロボット就労促進

名

.

ノー

予算額

2 事業内容

障害者が自宅等の遠隔地からテレワークロボット(oriHimep0辻er)を操作し、新庁舎2階(子育

て関連フロア、障害福祉課)1こおいて、案内等の業務を行う。また、新庁舎内の1階又は2階のス

ペースで福祉の店「はあと屋」の販売を行う際の商品説明や接客等の業務を行う。

※対応飼・一月~金の 10時から 14 まで 5 e X4時間/日=20時間/週

今回の取組みは障害者の就労のための試行として位置づけ、令和6年度まで実施する予定。こ

の期間を検証したうぇで、就労支援継続事業者及び一般企業等の活用につなげてぃく。

毛
、

千円

4,259

事業(研修・準備期間2か月+窓口稼働期間3か月)

(1)機器設置初期費用 618,000円

(2)機器レンタル料 352,000円 X5月=1,760,000円

(3)修繕費 100,000円

(4)タブレット購入費 512,000円

(5)委託費(障害者団体等) 1,269,000円

合計 4,259,000円

19

ページ
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4 財源内訳

事 業 費

千円

4,259

【参考】イメージ図(案)

国庫支出金

千円

県支出金

財 源

千円

地方債

内

機器借上契約

(株)オリイ研究所

千円

その他

1 1委託契約

1・ー

千円

長崎市

一般財源

Πまあと屋」又は「長崎市心身障害者団体連合会」

(在宅障害者を雇用、研修、賃金の支払い)

千円

4,259

事業内容

,新庁舎2階における誘導、案内等

・障害者授産製品の販売

・機器不具合時の連絡報告等

⑳

訳



ページ

156~157

予算説明書

款

3

民生費

1 概要

障害者の店「はあと屋」の運営を通じ、福祉的就労を行う障害者の社会参加の促進と、授産製

品の売り上げ向上、授産工賃アップを図る。

国及び地方公共団体等に対し、障害者就労施設等からの物品等の優先調達や受注機会の増

大を図るための措置などを求めた「障害者優先調達推進法」に基づく優先調達方針の作成、公表

など、長崎市の取組みとも連携し、事業を推進する。

また、新型コロナウィルス感染症の影響により製品や役務の受注件数が減少し、利用者へ支払

う工賃等の維持が困難となっているため、安定した授産製品の販売を行う場として、オンラインショ

ツピングサイトの運営を行い、はあと屋全体の売上確保及び授産工賃の維持・増強にっなげる。

項

社会福祉費

目

2

障害者
福祉費

番号

、

2 事業内容
,ノ

(1)委託先

チャレンジド・ショップはあと屋運営協議会

(2)店舗の場所

万屋町べルナード観光通り(約60市)

(3)参加施設等

市内 32事業所(令和3年12月現在)

(4)実施内容

ア授産製品の販売

イ製品別売上データの収集・分析

ウ授産施設等への売上データ・分析結果の情報提供

エインターネットによる消費者への商品情報提供

オ官公需拡大のための共同受注窓口

カオンライン販売

事

6-2

業

授産製品販売促進費

名 予算額

千円

13,906

21

(5)事業費内訳

ア委託料 10.342千円

授産製品販売促進事業委託

イ使用料及び賃借料 3,564千円

店舗借上料



3 財源内訳

事 業 費

千円

13,906

国庫支出金

【参考口売上等の実績及び見込み

千円

県支出金

財

はあと屋売上額

月額平均工賃

源

千円

平成29年度

地方債

【参考21 就労系事業所等における活動内容別事業所数(令和3年12月現在)

内

32,750,701

.尺

千円

平成30年度

その他

18,056

36,352,830

区分、

物品製造

及び販売

千円

令和元年度

一般財源

20,フ71

食料品

事業所数

34,068之15

千円

13,906

布製品

生活用品

令和2年度

農業用品

20,329

割合(%)

役務の

提供

20

小計

37,942,103

印刷

(単位:円)

令和3年度

見込み

10

37.0

20

23,075

役務

パン、お菓子、農産物、食堂等における軽食

や食事の販売

※チャレンジド・ショップはあと屋運営協議会に加盟している事業所(32事業所)の活動内容

※一つの事業所が複数の区分で活動している場合は重複して計算している。

18.5

26,900,000

合計

小計

51

37.0

マスク、軍手、ウエス、エプロン、小物入れ等

主な作業内容

2

1.9

石鹸、木工品、革製品、工芸品等

94.4

花苗、花等

3.フ

3

名刺、封筒、チラシ等

1.9

54

清掃、除草、データ入力、ホームページ等作

成、軽作業(箱折り等)

5.6

100.0

22



ページ

巧6~157

款

予算説明審

3

民生費

1 概要

障害者が交通機関を利用することにより、社会的活動の参加の機会を増やし、もって障害者の自立

を図ることを目的として、次の対象者に対し、5,000円程度の交通費助成を行う。

【対象者】

ア令和4年度内で満70歳未満のかた

身体障害者手帳0級から研勵、療育手帳、精神保健福祉手帳の保持者

イ令和4年度内で満70歳以上のかた

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の所持者

2 令和3年度及び令和4年度助成実讃見込み

社会福祉費

項 目

2

障害者

福祉費

番号

10-2

事

利用券等の種類

障害者交通費助成費

業

登録又は

交付人数

(割ム)

名

令和3年度

IC力ード

予算額

3 事業費

(1)事業費合計 114,995 千円

(2)事業費内訳

ア需用費 4,314千円

令和4年度

6,293

(23.6%)

干円

1 14, 995

タクシー

6,305

(23.フ%)

9,402

(352%)

ガソリン

26,648

aoo%)

利用券、利用券引換ハガキ、1C力ード通知ハガキ印刷等

イ役務費 1322千円

9,414

(35.3%)

フ,785

(29.2%)

船舶

利用券引換ハガキ、1C力ード通知ハガキ郵送料等

ウ委託料 1,舶0千円

49

(0.2%)

フ,729

(290%)

コ气ユニ.

ティノ丈ス

システム保守、ボイント付与業務委託等

工使用料及び賃借料 854千円

23

46

(0.2%)

4

(00%)

ボイント交換機賃借料(ハートセンター分)

オ扶助費 106,014千円

合計

23,533

(88,2%)

交通助成費

力その他費用 611千円

4

(0,0扮

未交換

3,155

( 1 1.8%)

23,498

(882%)

対象者計

3,150

( 1 1.8%)

26,688

(100%)



4 財源内訳

事業費

千円

114,995

※その他:過疎地域活性化基金繰入金、障害福祉課雇用保険料個人負担金

国庫支出金

千円

県支出金

財

千円

源

地方債

内

千円

0

訳

その他※

千円

8,822

一般財源

千円

106,173

24
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158~159

予

1 概要

障害福祉センター(所在地:長崎市茂里町2番41号もりまちハートセンター内)は、平成4年4月の開

設から29年が経過し、各種施設・設備に劣化がみられるため、利用者が安心して施設を利用できるよう、

計画的に整備を行う。

説明

項

社会福祉

書

2 事業内容

工事名

中央監視装置システム
更新工事

目

2

害者
福祉費

番号

13-1

事業名

【単独1障害者福祉施設

整備事業費

障害福祉センター

当該システムは、各階フロアごと
の設備・防災・省エネ・警備の監視
及び操作一斉システムで、異常時

33,900千円に一早く画面上で特定確認ができ
る。

設置から 15年が経過しており、

※全体経費見込額部品生産・供給も終了していること
43,000千円から、新しい設備に更新する。

※もりまちハートセンター内では「障害福祉センター」と「原子爆弾被爆者健康管理センター」の運営を行っ

ており、建物の共用設備について整備、改修を行う場合、全体の必要経費を各センターの床面積で按分す

る。

内容

予算額

3 財源内訳

事業費

千円

33,900

千円

33.900

※合併特例債充当率95%(交付税措置率 70%)

国庫支出金

千円

備 考

財

県支出金

千円

源 内

地方債※

千円

32,200

訳

その他

千円

一般財源

千円

1,700

款
 
3
 
生民

348084
四角形

348084
四角形

348084
四角形
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158~159

款

予算説朋書

3

民生費

1 概要

高齢者が交通機関を利用することにより、社会参加の機会を増やし、もって高齢者の生きがいを高め

るとともに介護予防に繋げることを目的として、年度中に満 70 歳以上の誕生日を迎える者に対し、

5,000円程度の交通費助成を行う。

社会福祉費

項 目

3

高齢者

福祉費

2 令和3年度及ぴ令和4年度助成実綾見込み

番号

利用券等の種類

2-2

登録又は

交付人数

(判合)

事

高齢者交通費助成費

業

令和3年度

名

IC力ード

3 事業費

(1)事業費合計 430,139千円

(2)事業費内訳

ア需用費 4,813千円

令和4年度

29,938

(31.フ%)

予算額

タクシー

干円

430,139

31,276

(32.6%)

57,909

(613%)

船舶

イ役務

利用券、利用券引換ハガキ、10力ード通知ハガキ印刷等

58,524

(60.9%)

282

(0.3%)

コミュニテイ
ノくス

利用券引換ハガキ、1C力ード通知ハガキ郵送料等

ウ委託料 11,970千円

287

(0.3%)

フ,005 千円

103

(0.1%)

工使用料及び賃昔料

システム保守、ボイント付与業務委託等

合計

88,232

(93.4%)

105

(0.1%)

オ扶助

ポイント交換機賃借料

未交換

交通助成費

力その他費用

90,192

(93.9%)

単位:人

6,257

(6.6%)

対象者計

398,813 千円

6,337 千円

5β75

(6.1%)

94,489

(100%)

1,201 千円

96,067

(100%)

26



4 財源内訳

事業費

千円

430,139

※1

※2

過疎対策事業債・一総事業費X7.498%(過疎地域交付率) X充当率100%(交付税措置率70%)

いきいき長寿社会基金・・扶助費を除く事業費(他財源充当後)へ充当

国庫支出金

[憂彊]10力ードを利用した高齢者交通費助成イメージ図

千円

県支出金

財

千円

源

地方債熱

内

千円

32,200

交通事業者窓口

＼〆

その他雉

千円

280,045

通、'気^",獣.、'.、
1厘要1,利用者

1腰!1<,.^ぎ'、

一般財源

千円

117,894

ボイント交換機

のシステム

ント付与井報叫^ニ
^^^゛・.

'1'^^

^^^^

利用履歴.'. 1
付与結果提供 1

※利用者の①購入、③申請については、登録内容に変更がなけれぱ2年目以降の手続きは不要。

交通事業者

冒^^^^^^^^^^^^^^^^、^^^^^^^^^^

1 ⑥利用履歴

^^^^

⑥バス・電車(タクシー)利用

困■田̂

脚
⑧ポイント付与

ーーー,」
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ページ

158~159

予算説明書

款

3

民生費

1 概要

人口減少力蕉売く高島地区においては、介護サービス事業所の積極的な参入がなかったことから、運営

費補助を行うことを前提として事業者の公募を行い、令和2年7月1日に小規模多機能型居宅介護事業

所を開設した。高島地区において介護サービスを安定的に提供するため、当該小規模多機能型居宅介

護事業所に対し、運営費の補助を行うもの。

項

社会福祉費

目 番号

※小規模多機能型居宅介護の概要

小規模多機能型居宅介護とは、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み

合わせ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で行う地域密着型サービスである。

利用者の生活に合わせて必要な3つのサービスをひとつの事業所で有効に組み合わせて提供できるこ

とで、中重度の要介護状態となっても在宅での生活を継続することができる。

小規模多機能型居宅介護のイメージ

'

3-6

事

高島地区小規模多機能型
居宅介護事業所
運営費補助金

業 名 予

リ^

11 ,

利用者の自宅

算 額

千円

23,176

、",゛.、.ノ●1.冒.●.●...1.、、,.1、.

.牲宅璽活φ1耀、"・・
ノ.?'J、'、"旦.1

様態や希望により、!勧盛介凱

'゛........ r訪問」

0登録者は29名以下

0 「通い」の利用定員t#登鋒定員の2分の1~13名の
範囲内

慢操定鰍伽人を超える事業所は別逸

Or泊まり」の利用定員は通いの利用定員伽分の1
~怜の範囲内

利用者

28

どのサービスを利用しても、なじ

みの職員によるサービスが受け
られる

い心「

とした利用゛
1'
'1.゛ι一

0介護・着裳職員
日中:通いの利用麦3人に1人

+訪問対応1人

夜間:泊まりと訪問対応で
?人(1人は宿直可)

0介護支擾専門剣人

゛
人員配置 設備

0泊まりは7.43凧以上
の宿泊窒でプライバ
シーを確保すること

者
費

3
齢
祉

高
福



2 事業内客

a)補助金の目的

高島地区において、介護が必要な状態になっても、住民ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、必要な介護サービスを確保し、安定的にサービスを提供することを目的とする。

(2)補助対象高島地区において小規模多機能型居宅介護事業所を運営する法人とする。

(3)補助する理由

将来的にも介護サービス事業者の参入が見込めない中で、小規模多機能型居宅介護はひとつの事業

所で「通い」「訪問」「宿泊」サービスを一体的に提供でき、利用者においては中重度の要介護状態になっ

ても在宅生活を継続できるサーピスであり、その安定した事業所運営を継続して実施できるよう補助する

もの。

(4)補助金の額

補助金の額は、補助対象期間(4月1日~3月31日)の小規模多機能型居宅介護事業所の運営に要

する経費の額又は適正な経営状態を前提とした標準的な支出額(年間標準額)のいずれか低い額から収

入額を控除して得た額とする。

※令和元年6月議会において、高島地区小規模多機能型居宅介護事業所運営費補助の債務負担行

為の議決を得ている。

期間:令和2年度~令和力年度限度額:対象経費と標準額の低い方の額から収入額を控除した額

3 財源内訳

総事業費

①

予算計上額

②

千円

48,899

※1 過疎対策事業債充当率100%(交付税措置率70%)

※2 事業者負担額25,723干円には介護保険事業等収入を充てることとし、残りは事業者が負担する。

千円

国庫支出金

23,176

財源内訳

千円

地方債※1

千円

一般財源

23,100

事業者(主)

負担額

①一②※2

千円

29

76

千円

25,723



4 運営状況

(1)法人名及び事業所名

理事長本村京子法人名 NP0法人ふるさと

事業所名小規模多機能型居宅介護事業所ふるさとⅡ

(2)運営の収支見込及び補助金の額(令和4年度)

介護保険事業等収入(A)

支出計

科目

人件費※

交通費※

事業費※

(B)

収支見込額

事務費※

収支差額

24,000,000

※事業の運営に要する各経費の額が年間標準額を超える場合は、年間標準額とする。表内の下線部

の額を補助金の額を算定する場合の支出額とする。

48,898,401

(参考)小規模多機能型居宅介護事業所ふるさとⅡの概要

(1)登録定員 18人、通いサービスの利用定員

登録者数 17人、宿泊サーピスの利用実績 1

登録者内訳

39,483,641

(A-B)

年間標準額

1 920 000

4,404,000

3,090,760

'24,898,401

要支援1

37 762,056

補助金算定の基礎額

6,032,760

(単位:円)

1人

24,000,000

要支援2

15.192,000

(2)職員の状況(1 4人)

管理者 1人(本体事業所と兼務・常勤1人)

計画作成担当者 1人(常勤1人)

看護職員 2人(常勤1人、本体事業所と兼務・常勤1人、常勤換算1.5)

介護職員 6人(常勤2人、非常勤4人、常勤換算4.4)

事務員 1人(常勤1人)

介護補助(栄養士、調理、送迎) 3人(本体事業所と兼務・常勤1人、非常勤2人)

47,176,816

37,762,056

2人

要介護1

1,920,000

9人

(令和4年2月1日現在)

12人、宿泊サービスの利用定員

0人延べ日数 74日

フ,494,760

要介護2

▲23,176,816

4人

要介護3

1人

要介護4

0人

要介護5

6人

0人 1 7人

30
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ページ

160~161

款

予算説明害

3

民生費

1 概要

避難行動要支援者が緊急時に迅速な対応ができることを目的に、避難行動要支援者の把握や名簿の

更新を行うとともに、本人の同意をもとに避難支援等関係者として長崎市地防災計画で位置付けている、

消防、警察、自治会、民生委員・児童委員、地域包括支援センターに避難行動要支援者の情報を提供す

ることで、地域の支援体制を構築する。

2 拡大する内容

災害対策基本法の一部を改正する法律(令和 3年法律第 30号)により、避難行動要支援者に対する

社会福祉費

項 目

3

高齢者

福祉費

個別避難計画の作成が市町村に努力義務化されたことから、個別避難計画の作成支援業務及び避難支

援等関係者へ提供する名簿への情報掲載に係る同意勧奨業務を長崎市介妻支援専門員連絡協議会に

番号

委託するもの。併せて、各地区で避難支援についての意識共有の場につなげる。

避難行動要支援者約26.000件のうち、優先的に在宅の要介護2以上で支援者がいない,勺2,900 の

4-2

事

個別避難計画を4 か年で作成を予定している(令和 4年度は要介護 3~5の独居世帯等約 700件を予

避難行動要支援者支援費

業

定)。令和3年度は内閣府による個別避難計画作成モデル事業の実施団体(34市町村)として採択され、

個別避難計画を,104件作成した。

名

3 事業費

(1)事業費合計

(2)事業費内訳

予算額

ア需用

千円

4,940

4,940 千円

イ役費

送付用封筒印刷等

郵送料等

ウ委託料 3,418千円

3釘千円

千円

4,938

避難行動要支援者登録者入力委託(1,948千円)、個別避難計画作成業務委託(1,470千円)【拡大】

工その他費用 458千円

677 千円

4 財源内訳

事業費

千円

4,940

※1 保険料個人負担金(会計年度任用職員分)

国庫支出金

千円

県支出金

財

千円

源

地方債

内

千円

訳

その他知

31

千円

2

一般財源
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閏
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上
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・避難行動要支援者名簿の活用
・平常時の声かけ・見守り活動

・ささえあい体制づくり

師D ささえあいマップの作成・更新
・防災講習・避難訓練

悼

盆

避難支援等関係者・地域コミュニティ連絡協議会等

f

ι、'、

自治会・防災組織

キ

゛.

'、

参考

. t、、ー"y、yl'1、に:
"^

避難行動要支援者

・日ごろから地域の方との顔の見える

関係づくり、避難訓練への参加
・私の(マイ)避難所の決定

・災害情報の入手及び避難方法の確保
・避難時の必要物品の確認
・避難所で配慮して欲しいこと

↓

・避難行動要支援者名簿提供への同意
・私の(マイ)個別避難計画の作成
及び支援者等との共有

^

貿

民生委員児童委員

ず

・・・助

"

国、瓜

鱗瀧涯幾

共助力の向上

塘蛙包括趨セフター

地域コミュニティ連絡協議会
や地域ケア推進会議等の機会
を活用した主体的な避難支援
の役割分担・調整

地域包括支援センター

゛^、^

居宅介護支援専門員
(ケアマネジャー)

畢

助言・協力

依頼

防災活動に関すること

・々イ避難所

・地域防災マップ

・自主防災組織等

防災危機管理室

・個別避難計画の作成

・避難行動要支摂者名擁提供固意の勧奨

・市及ぴ支擾者等との個別避難計画の共有

・「安心力ード」として要支援者宅に保管

、A 'A
'」

^

個別避難計画内容の見直しに伴う情報の一元化(システム改修)、
長崎市介護支援専門員連絡協臓会との連携協定による避難行動要支援者の自助力の向上。

避難行動要支援者の

ささえあい体制づくり

支援に関すること

総合事務所地域福祉課
中央総合事務所総務課

自助力の向上

1懲幾謬器"""糖助

〔ー,劃,ι都

長崎市

避難行動要支援者の登録

に関すること

高齢者すこやか支援課
障害福祉課
健康づくり課
こども健康課

32
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★フりガナ

★氏名

健康保険証
番号

介護保険
被保険者番号

安,む、カード(急変時災害時対応版)

★電話番号 095-000-0000

★住所(居所)長崎市

小学校区(◎◎小学校

医療や介護の状況

ナガサキタロウ

長崎太郎

現病・既往歴等

0

0

0

★生年月日 S

★性別男

0 0

自覚症状

0 0 0

認知症・高血圧・骨粗懸症・前立腺肥大

0

身体状況

痛みの有無

もの忘れの有無

気持ちの落ち込み

アレルギー

0

◎◎町

0

0

11年12月

★年齢

0

介護★

0 0

★携帯番号

X 番(地)

身長

0

家族の状況

なし

0 0

世帯

杖使用・パッド使用

その他(屋外では杖使用するため支えが必要

27日

85 歳

150

★

緊急連絡先
傑1番目)

★

=>

X 号◆◆アバート101

独居

腰・膝

Crn

長崎花子氏名

緊急連絡先
(第2番目)

★

長崎市00町7-2住所

電話番号

福岡市子氏名

体重

医療や介護の支援者

福岡県◇◇市住所

095-800-0000

かかりつけ医★

電話番号 092-000-0000

672

かかりつけ
薬局★

医療機関名

居宅介護支援
事業所★

kg

長女続柄

医療機関名

薬局名口口薬局

00医院

携帯番号 080-0000-0000

事業所名ケアプランセンター●●

△△クリニック

続柄次女

携帯番号 090-0000-0000

電話番号 095-800-0001

電話番号 095-800-0002

電話番号 095-800-0003

電話番号 095-800-0004

飴

有
有
有



住まいの状況

所有形態

二こレ゛ミ^タ^

車横付け

危険区域該当★

アパート

自治会

避難生活上の留意事項

あり

医療処置

出来ない⇔車道までの距離(30)m、階段(0)段

j曼7K

鉄筋( 2 )階建て/(

◎◎自治会(自治会名

なし

支援状況

食事

治療食軟食

1)階

排池

入浴

自立

着衣

一部介助

加入

歩行

特記事項

一部介助

服薬

(内容

避難に関する備え

その他(

自立

一部介助

医療、介護職からの専門的な特記事項

(認知症のため、環境変化等によりパニックになりやすいため、声かけに配慮が必要。

その他(ふらつきによる転倒に注意。

服薬確認

(内容:間に合わないこともあり、パッド使用

いつ

(内容:要シャワーチェア、移動、洗身等で一部介助

どこに★

(内容才旨示があれぱ可能

(内容:屋外は杖使用。ふらつき有、支えが必要。

高齢者等避難の発令

(内容.飲み忘れるため、服薬確認が必要

避難所 、

私が避難する場所は、具体的に

゛

誰に★

避難支援者

氏名長崎

氏名

080-0000-0000

地域協力者※可能な範囲において声かけや避難を支援する人

氏名すこやか一子関係友人 電話番号 090-0000-0001

電話番号関係氏名

災害発生時には、何が起こるかわかりませんので、声かけや避難支援が必ず約束
されるものではありません。

※実際に避難を支援する人

花子 関係長女

関係

どのよう1こ★

介助人員

避難経路に
おける危険箇所

情報提供における
同意確認

@旦四^

タクシー

1人体制

※避難支援等関係者が肖防機関、自治会、民生委員・児童委員、地域包括
支援センター、警察機関等その他の避難支援等の実施に携わる関係者

【作成日:令和3年11月作成支援:ケアプランセンター●● 095-800-0004
安心力ード編集・発行:長崎市高齢者すこやか支援課 095-829-1146】
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車道に出るまで、坂がある。杖使用によりふらつくので支え必要。

あなたは、災害が発生した場合、自力での避難ができないため、事前に
名簿情報(本調査票の★印部分含む)を避難支援等関係者※へ提供す
ることに同意されています

電話番号

電話番号



.

'

ページ

160~161

予算説明書

款

1 概要

長崎市立養護老人ホーム高砂園は、65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により家庭で

養護を受けられない方の入所を措置する施設で、市内8か所の養護老人ホームのうち唯一長崎市が管

理運営を行っており、令和元年11月市議会定例会において「長崎市立養護老人ホーム条例を廃止する

条例」が可決され、令和4年10月1日をもって施設を廃止することが決定している。

3

民生費

項

社会

福祉費

2 施設概要

目

5

老人

ホーム費

番号

名称

2-1

所在地

事

構造

敷地面積

業

延床面積

高砂園運営費

名

定員

長崎市立高砂園

設置年月日

長崎市高島町2706番地34

鉄筋コンクリート造2階建

予算額

j合革

2585.69 rrr

1504.69 m

千円

29,996

3 入所者の現状(廃止決定時14人)

40人

平成元年3月 31日

昭和 26年10月1日

昭和 53年1月31日

平成元年3月31日

平成 17年1月4日

状況

転居済

旧高島町の町立養護老人施設として開園

改築移転

現在地に新築移転

長崎市との合併で長崎市立高砂園となり現在に至る

入所中

逝

人数

去

計

11
市内養護老人ホーム:8

市外有料老人ホーム:1

2

市内養護老人ホームへ転出見込み

14

令和4年2月1日現在

内訳

市外養護老人ホーム:2

35
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4 事業費内訳

a)事業費合計 29,996千円(前年度比'24,426千円)

(2)事業費内訳

ア人件費 15,155千円(前年度比▲柘,933干円)

会計年度任用職員給料、共済費等の減

イ需用費 6,228千円(前年度比'フ,4弱千円)

賄材料費、燃料費、消耗品費等の減

ウ役務費 462千円(前年度比▲

電話料、職員検便手数料、運搬料の減

工委託料 6,698千円(前年度比

【棄斥用施設廃止に伴う産業廃棄物処分委託

【新規】施設廃止に伴う機械設備(ボイラー設備)使用停止措置委託

オ使用料及ぴ賃借料 1,2釣千円(前年度比▲ 525千円)

タクシー借上料、電子複写機借上料の減

146千円(前年度比力扶助費

日用雑貨給付金、入院患者日用品費の減

38千円(前年度比キその他

792 千円)

研修会出席負担金の減

5 財源内訳

814 千円)

事業費

.

千円

29,996

※その他・一保険料個人負担金

' 527 千円)

国庫支出金

' 8千円)

千円

県支出金

財

千円

源

地方債

内

千円

その他※

千円

3

一般財源

千円

29,993
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